
テーマ：基準と法律 
 

コーディネーター：神田順 
パ  ネ  リ  ス  ト     ： 久田基治（構造設計者）、富田裕（弁護士）  
  
  趣旨：構造設計の実務において、基準の存在は欠かせない。また、社会の安全を実現するた
めに法律の存在も欠かせないことは明らかであるが、いずれも技術の実態や社会の構造に依
存するものであり、時代と共にそのあり方について見直す必要がある。今まで、フォーラムにお
いても第１回では、構造安全をどのように説明するか、第８回では、耐震偽装事件を振り返って、
基準のあり方についての議論をしてきたが、改めて基本から考える機会としたい。 
建築基準法は、基準であり同時に法律であるが、一般に基準は、必ずしも法律とは限らないし、
性格も異なる。基準が基準として認められるには、それなりの権威づけ（専門家の総意として
の認証）が必要であり、しかるべき手続きを経た上で出版されることが一般的であり、専門家の
判断の拠り所となる。 
 法律の場合は、国会の審議を経るが、その運用にあたって、施行令や告示が作られる。それ
らは同等な規制力をもち、一律的な解釈や判断は行政に委ねられることとなり、一般に専門家
による独自の判断を許容しない。また、安全水準の議論をせぬままに、規制のみがエスカレー
トしていることは問題である。 
以下に、より具体的な形で、複数の論点をあげる。短い時間で、すべてを扱うことは難しいが、
それらの論点をきっかけとして、専門家の総意が反映されるしくみを考えたい。 
 
論点１：法規制は、市場競争円滑化の手段となり、結果として経済格差を広げる。 
論点２：法規制その他の基準は必要か。  
論点３：基準を正しく使うことを、どのように保証するか。  
論点４：国の責任、自治体の責任、専門家（設計と審査の立場）の責任をどう分担するか。 
 
参考： 
神田 順 安全な建物とは何か 技術評論社（2010年） 
黒木正郎、高木次郎他 成熟社会の建築・まちづくり 日本建築学会叢書９ p115~ 
佐藤淳他 エンジニアリングにふさわしい制度の模索 建築雑誌2015年8月号 p16~ 
 
 

日時：10月15日（木） 17：00－19：00 
場所：A-Forum レモンパートⅡビル5階 
フォーラム終了後懇親会 

神田順 

参加者：安達 功、五十嵐 治人、稲葉 欣司、江村 勝、大澤  隆、大畑 勝人、小野 滋、金田 勝徳、木阪 尚志、小駒 勲、五條 渉、小林 
祥一、斎藤 公男、柴田 明徳、水津 秀夫、高木 次郎、高橋 伸博、玉腰 徹、名和 研二、日向野 登、松永 直美、三輪 富成 





建築基準法と構造設計実務 
 
 

 耐震偽装事件を契機に建築基準法の持つ問題点を深く考える機会を得て後、長い時

間が経過した。今回のパネルディスカッションを機会に各提言の比較を行うと共に、少し

でも次のステップに進むための方策を考えてみることとする。 

建築構造の専門家が建築基準関連法規に対して描いている“あるべき姿”は、立場の

違いにより主張にバラツキは見られるが、総論としては合意が形成されているように見

える。しかし、実際には建築関連法規は、この１０年間に変化し柔軟な対応が可能と

なったとは言い難い。限界耐力計算等の設計法が導入された２０００年と比べれば、耐

震偽装事件の影響もあり、一層に硬直化してしまった感がある。この状況を大きく変化

させるには多大なエネルギーを要するが、行政に対して変革を促す程の社会的なエネ

ルギーの蓄積がなされている様子は見受けられない。 

この先、何らかの大きな事件や政権交代により抜本的な対応を実施する機会を得た際

に、その機会を逃さないためには、その際に要するエネルギーの量を抑える工夫が必

要である。そこで、この先の暫くの間は、複雑化してしまっている法体系を現行の規制

内容やシステムを維持しつも単純化させて行く期間に充てるのが良いと考える。建築基

本法で基本理念を設定した後に行うか、先に整理しておくかの違いであり、法のメンテ

ナスを継続実施して行く上では、何時かは手を付けざるを得ない問題である。現況投入

できるエネルギーで出来得る事として、すこし考えてみても良いのではないだろうか。 

しかし、この作業は現況に変化を与える事が無い泥臭い作業と成らざるを得ないものと

なるため、実際に作業を担当することとなる行政側が受け入れに踏み切れるのかは、

不透明である。 

加えて、建築の構造設計実務をこなす上で、日ごろ疑問に思い感じている事を列挙して

示し、そのことについても少し議論をして行きたい。 
 
 

構造設計工房 デルタ 久田 基治 



１ 法による規制は原則不要 

法による規制は原則不要で、一般にいわれる市場における自由競争に委ねることで最適な効率性を実現で

きる。 

 

２ 市場の失敗（情報の非対称）により法規制が必要となる 

ただ、市場の失敗ということがたまに起こり、本件では情報の非対称が問題となる。 

すなわち、建物の耐震性については建築主、区分所有者、利用者には全くわからないので（情報の非対称）、

耐震性について専門家によるモニタリングをしないと、どんどん耐震性のない建物が流通する。例えば姉歯

事件、東洋ゴム免震偽装事件、フォルクスワーゲンの事件などが想起される。 

 

これは建物所有者が容認するから許されるということにはならない。例えば、マンションの場合開発業者が

構造耐力のない建物を容認しても区分所有者は容認しない。また、建物の場合建物所有者以外に隣地や建

物利用者の安全を図る要請もあるから、建物所有者が危険な建物を建てることは許されない。 

 

そこで、建築確認の際のチェック－モニタリングが必要となる。 

 

３ 市場の失敗の具体例～現在扱っている裁判から 

・荷重の齟齬～意図的か否かわからないが荷重が軽く入力されている 

・構造計算書と構造図で部材が異なる 

・構造図と現実の建物で部材が異なる 

→具体的に計算し直すと許容応力度設計が成り立たない、保有水平耐力が０．７くらい 

 

このような危険な建物が流通することを阻止することは必要なので、やはりモニタリングが必要 

 

４ 法規制と構造設計の自由との調和 

厳格な法規制だけだと、優秀な構造設計者の活躍の場がなくなるという問題がある。 

現在の構造設計に関する基準が画一化され、例外を設けていないことに問題がある。 

ルート１～３といった基準の外に基準にとらわれない構造設計をみとめてはどうかと考える。 

ただしそれに対する審査は必要。 

その際、審査の手間が増えると思うので、審査料も審査の手間に応じて増える。 

 

また、瑕疵担保履行法の保険があるが、この保険の制度を柔軟なものにし、自由な構造設計による建物へ

の保険といったものも考えられる。 

その場合、やはり保険料は増えることになる。 

 

結局、基準にとらわれない設計は審査コストの問題に帰着し、建築主が基準にとらわれない設計の費用負

担をするか否かという問題となる。 

 

弁護士 富田 裕 
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